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式辞を述べる広江町長 

　１１月１日、笠松中央公民館大ホールにおいて笠

松町生誕１２０年記念式典が挙行され、表彰者・招

待者合わせて３００人余が出席し、盛大に執り行わ

れました。 

　初めに町長が「激動の時代に耐え、今の繁栄を

築いた先人に感謝し、新たな魅力を再発見できる

記念事業を通じて、ふるさとに「自信」と「誇り」を持

ち、町民のみなさんとの協働による「生活文化都市

の創造」のための取組みをさらに進め、この意義あ

る年を次のまちづくりに繋げる年にしていきたい」と

式辞を述べました。 

名誉町民の顕彰を受け、表彰状を受け取る松原登士弘さん 

名誉町民　第２号　松原登士弘さん 
　さまざまな功績から、第２回町議会で選定同意を

受け、名誉町民として選定された松原登士弘さん（株

式会社光製作所　代表取締役会長）の顕彰が行

われ、表彰状や名誉町民章および記念品などが贈

呈されました。 

　松原さんは「私は６０有余年仕事をしてきて、前半

は仕事に没頭してきましたが、後半は社会福祉に

貢献させていただいています。みなさんも健康に気

を付けて活躍してください」と真心のこもったお言

葉を述べられ、名誉町民章を奥様への感謝を込め

て首にかけられるという、感動的な一幕もありました。 

特別功労表彰 
　特別功労表彰として、３人の方へ表彰状と記念品が贈呈されました。 

杉山幹夫さん 

　杉山邸（土地建物一式）の

寄附を通じて、まちづくりの礎

を築かれた功績に対して 

岩田市藏さん 

　小中学校への寄附を通じて、

町の教育振興に尽力された

功績に対して 

伴巖さん 

　老人福祉への寄附を通じて、

福祉行政へ多大な貢献をさ

れた功績に対して 
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『さくら』のロゴマーク 

道徳のまち笠松　アピール 
　私たちは誰しも、この「笠松」に引き継がれてきた道徳心を大切にし、生きがいと誇りのもてる心温まる町で暮らした
いと願っています。そのために、人と人とがつながりを深めること、自ら地域社会の活動に取り組むこと、互いに尊重し
あう心をもつことの三つを“笠松人のこころ”として大切にしたいと考えてきました。 
　私たち一人ひとりが、この“笠松人のこころ”を日々の生活に生かす努力をしなくては、ただのお題目になってしまい
ます。少しずつでも、みんなで取り組めば、この町の信頼、規範、ネットワークを高めることができます。私たち「道徳のま
ち笠松推進会議」は、次のことを提案します。 

　１.ポイ捨てゴミのない、きれいな町づくりをしましょう。 
　１.あいさつで人がつながる、温かい町づくりをしましょう。 
　１.互いに支え合い、安心できる町づくりをしましょう。 

　　平成２１年１１月１日 
平成２１年度「道徳のまち笠松」のつどい 

町生誕１２０年記念事業　「道徳のまち笠松」のつどい 
曽野綾子さん 笠松に語る! 『住みよい町にするために』 

曽野綾子さんの講演 

　１１月１日、笠松中央公民館において、“「道徳の
まち笠松」のつどい”が開催されました。会場は４５
０人もの皆さんであふれました。 
　町長のあいさつ、「道徳のまち笠松」の取り組み
の紹介に続き、曽野綾子さんに講演をいただきました。 
　住みよい町にするためには、一人ひとりのあり方
を尊重すること、自分自身が精神的に自立すること
を強調されました。そして、人と人とのかかわりには
常に苦しさや厳しさが伴うことを、宗教や世界の貧
困にあえぐ人々の姿にふれながらお話しいただきま
した。私たちが、今大切にしたいことは「与えること
と感謝すること」と語られ、笠松がいっそう発展する
よう励ましていただきました。 

　最後に、「道徳のまち笠松」推進会議の道家会
長が「道徳のまち笠松のアピール」を読み上げ、参
加された皆さんの拍手をもって採択されました。 

地方自治功労24人を代表して表彰状を受け取る加藤一夫さん 

町政功労表彰 
　笠松町の礎を築かれ、また、発展に尽力されたそ
れぞれの分野から個人１８０人と２１団体の方々が
表彰され、表彰状と記念品が贈呈されました。 

町の「花」　 
『さくら』を制定 
　過去のアンケートや記念

事業検討懇談会などの意

見をふまえ、町の「花」『さ

くら』を制定し、記念式典

において発表しました。 

 

　最後に間宮副町長が、「この日をスタートに、更な

る努力を誓うとともに、町民の皆さまのご健勝とご多

幸を心からお祈りいたします」と閉会挨拶を述べ、

式典は終了しました。 
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叙勲・法務大臣表彰・厚生労働大臣表彰 

町政懇談会開催 
皆さんの声を町政に 

　１１月２０日、役場で町政懇談会が開催されました。 

　この懇談会は、皆さんの意見を「明るい住みよい

まちづくり」に反映させようと、住民の皆さんと行政

を結ぶパイプ役としてご協力いただいている町内

会長と毎年行っているもので、道路整備をはじめ環

境整備、安全対策など１４項目にわたる要望が町内

会長から提出され、熱心に意見が交わされました。 

瑞宝双光章　樋口純一郎さん 

　秋の叙勲で、樋口純一郎さん（門間）が消防功労で「瑞宝双光章」を受章されました。 

　樋口さんは、昭和４２年４月に入団され平成１５年３月まで、３６年の永きにわたり、火災

消火活動や風水害活動など消防業務に精励されました。また、平成３年４月からは団

長に就任され、消防団員の育成指導に努められるとともに、団員の良き相談相手となり

融和と協調を図り、団の団結を強固にされるなど長年にわたり貢献されました。 

法務大臣表彰　田島道弘さん 

　厚生保護制度が施行されて６０周年を記念し、東京国際フォーラム（東京都千代田区）

で開かれた記念全国大会で、田島道弘さん（中野）が法務大臣表彰を受賞されました。 

　田島さんは、昭和６１年１１月に法務大臣から保護司を委嘱され、現在まで犯罪や非

行に走った人々の立ち直りの援助や、地域の犯罪や非行の予防など厚生保護行政に

多大な貢献をされました。 

厚生労働大臣表彰　山田一良さん 

　羽島調理師協会の山田一良さん（友楽町）が１１月１９日、調理師業務功労者として

厚生労働大臣表彰を受賞されました。 

　山田さんは、昭和４８年に調理師免許を取得し、羽島調理師協会の理事に就任以来

多年にわたり、調理業務を通じて栄養及び食品衛生の知識の普及、調理技術の発展

と調理師の資質向上に尽力されるなど、栄養行政の推進に多大な貢献をされています。 

寄附 【公園等管理事業】岐阜東南ロータリークラブ　現金１０万円　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 
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楽しい競技に思わず笑顔 

何が出るかな!? お宝さがしにドキドキワクワク 

外来魚の捕獲をする参加者 

手作りのおはぎを届ける奉仕団員 

広江町長から祝福される横山さん 

横山　惠さん 

　１０月１５日に満１０５歳を迎えられた横山　惠さん
を広江町長が訪ね、「おめでとうございます。いつま
でもお元気で」と長寿をお祝いしました。 
　この日は、横山さんの体調も良く、町長のお祝い
の言葉に耳を傾けていらっしゃいました。 
　横山さんは、笠松町内で最高齢者でいらっしゃい
ます。 
　また、１００歳を迎えられる方は、年々増加しており、
１００歳以上の方は、今年度で８人になります。 

105歳おめでとうございます!
町赤十字奉仕団 

ひとり暮らしの方を訪問 

　笠松町赤十字奉仕団が１１月７日、７０歳以上の
ひとり暮らしのおとしより２８７人を訪ね「体を大切に
過ごしてください」と励ましのことばをかけ、団員た
ちの手作りのおはぎを届けました。 
　おとしよりたちは、心のこもった訪問に感謝され、
団員の皆さんとの会話に和やかな楽しいひとときを
過ごされました。 

町老人レクリエーション大会 

特定外来魚駆除活動にご協力ありがとうございました 
木曽三川フォーラム 

　１０月１１日、木曽三川フォーラム主催による「外来魚駆除大会」が開催
されました。 
　これは、最近生息が拡大しているブルーギルやオオクチバスといった特
定外来魚を捕獲することで、アユやフナといった在来魚の生息環境を守
ろうという活動です。 
　当日は、会場の木曽川橋下流右岸に参加者が仕掛け網や釣り竿を使
って、外来魚の捕獲を行いました。 

　町老人レクリエーション大会が１０月２０日、町民体
育館で６０歳以上の元気なお年寄り５８０人が参加
して行われました。 
　この大会は、高齢者の健康維持と生きがいを高
めるため毎年行われているもので、「紅白玉入れ」、
「おおぐちパックン」など、１１種目の競技を楽しみま
した。 
　当日は保育所の園児による演技も予定されてい
ましたが、新型インフルエンザのため参加が見合わ
せられ、「今年は子どもたちがいなくてさみしいね」
と残念がる声も聞かれましたが、参加したお年寄り
の顔は、終始にこやかで元気な笑い声が会場いっ

ぱい響き渡っていました。 
　また、笠松町のマスコットかさまるが登場し、一緒
に競技に参加し、大会に華を添えました。 
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まちなか歩きを楽しむ皆さん 

ていねいに説明する笠松を語り継ぐ会の会員 

八幡神社ではウィニーも来訪者をおもてなし 

笠松みなと公園でのんびりする皆さん 

おもてなしのお茶にホッと一息 

スタンプ帳を眺め「次はどこへ行こうかしら」 

名鉄ハイキング　２,５００人まちなか歩き 
住民の心のこもったおもてなし 

　名鉄沿線ハイキング「笠松秘仏めぐりと笠松刑務所矯正展」

が１０月３１日名鉄柳津駅をスタートし、笠松駅のゴールを目指す

約８kmのコースで開催されました。 

　晴天に恵まれ、県内外から２,５００人が笠松町を訪れ、まちな

か歩きと町内随所で住民の皆さんによる心のこもったおもてなし

を満喫しました。 

　昨年に続き、ハイキングで笠松を訪れる方に「ようこそ、笠松へ」

という温かい気持ちで迎えようと、町民有志の皆さんが会合を重

ね、それぞれが「無理をせず、できることをしてみようよ」という気

持ちで取り組まれました。 

　秘仏を公開した慈眼寺、誓願寺、瑞應寺では、仏像の由来や

いわれの説明があり、参加者は興味深く聞き入っていました。 

　田代の白鬚神社

では「道三、信長別

れの地」に関する

説明看板が設置され、笠松を語り継ぐ会の会員が、参加者から

の多くの質問にていねいに説明されていました。また、境内では

田代西フレッシュの会の皆さんがお茶の接待をされ、このおもて

なしのこころが、参加者には癒しの時間になりました。 

　また、本町通りでは、NPO法人元気きそがわによる「かさまつ

まちあるきスタンプラリー」が催され、スタンプ帳を手にした参加

者たちがスタンプ設置店舗を巡り歩き、通りには一昔前の賑わ

いがよみがえったよ

うでした。 

　スタンプラリーの

ゴールである八幡

神社では、一六市

の再現と銘打って、

手作り布製品や木工品などの物販やバンドの生演奏も行われま

した。 

　一方、道徳のまち笠松推進会議の皆さんは、きれいな街の中

で、気持ちよくハイキングを楽しんでもらおうと町内の方々に呼び

かけ、ハイキングコースを清掃しました。 

　このような住民の皆さんのさまざまな取り組みにより、笠松を訪

れた人々は、秋の一日、笠松の魅力を満喫し、帰途につかれた

ことと思います。 

　町では、このような住民の皆さんによるまちづくり活動を積極

的に支援し、皆さんと一緒にまちづくりを進めていきます。 
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「芸術の秋」力作がずらり!
町美術展 

　笠松町生誕１２０年記念第３９回笠松町美術展

が１０月３１日から１１月２日まで、中央公民館・町民体

育館で開催されました。 

　３１日には、オープニングセレモニーが行われ、待

ちかねた皆さんが会場に詰めかけました。 

　日本画、水墨画、洋画、版画、彫塑・工芸、書、写

真の部門に３８０人から４９１点の作品が展示されま

した。３日間で町内外から１,４００人程の参観者が来

場し、力作に感心していました。 

　また、町生誕１２０年記念『わがまち「かさまつ」ふ

れあい記念展』コーナーでは、笠松ならではの作品

に見入っていました。 

　そして、企画運営委員の皆さんによるチャリティ

小品展が同時に開催され、その収益金は、町社会

福祉協議会へ寄附されました。 

　１０月２５日、木曽川右岸地帯水防事務組合（管

理者広江正明笠松町長）主催の第３回水防工法

競技大会が笠松競馬場西駐車場で開催されました。 

　この大会は、水防団員の士気高揚、洪水時の即

応の作業向上、水防体制の万全、区域住民の水

防に対する理解と協力を得ることを目的で行われま

した。 

　笠松町をはじめ岐南町・岐阜市・各務原市の１５

水防団が参加し、積土のう工法には７団が、月の輪

工法には８団が日頃の訓練の成果を競いました。 

　当町の成績は次のとおりです。 

　積土のう工法の部 準優勝　円城寺水防団 

　月の輪工法の部 準優勝　笠松水防団 

第3回 水防工法競技大会 
木曽川右岸地帯水防事務組合 

生涯学習発表会を開催

澄んだ音色を奏でたオカリナのステージ発表 

作品の展示・ステージ発表

　生涯学習発表会が、１１月１５日に中央公民館で

行われ、日ごろの学習の成果が発表されました。 

　会場には、写真、習字、生け花、木版画、木目込

み人形など多数の作品が展示されました。 

　また、煎茶や抹茶のお点前披露は茶華道室、大

ホールでは、体操、コーラス、太極拳、踊りなど１１講

座のステージ発表もあり、訪れた皆さんを楽しませま

した。 

版画を鑑賞する観覧者たち 

月の輪工法をする水防団員たち 
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ご当地検定『笠松力検定』を実施します 
検定に合格して、あなたも笠松通に 

　笠松力検定委員会では、笠松町の魅力を町内外の皆さんに再認識して

いただき、「おもてなし」の心や郷土を愛する心の醸成、笠松町の魅力を広く

発信してくれる人材の発掘・育成、町外受検者の来町による観光PRを目的

として『笠松力検定』を実施します。 

　笠松町の自然・文化・歴史・伝統・産業・観光などが出題されますので、こ

の機会に笠松町について勉強していただき、笠松のことなら何でも知ってい

る「笠松通」になってみませんか。 
 

【検定日時】平成２２年２月２１日（日） 午前１０時～１１時 

【検定会場】笠松中央公民館（羽島郡笠松町常盤町６） 

【受験資格】笠松町を愛する方、興味や関心のある方 

【出題形式】四者択一方式　５０問（制限時間６０分） 

【出題範囲】笠松町の自然、文化、歴史、伝統、産業、観光などに関する内容です。 

【検 定 料】無料 

【合格基準】１問２点で１００点満点とし、７０点以上で合格 

【申込期間】平成２２年１月４日（月）～２９日（金） 

【申 込 書】笠松町役場企画課・中央公民館・松枝公民館・総合会館・歴史民俗資料館の窓口にあります。 

また、町ホームページからダウンロードできます。 

【申込方法】申込書に必要事項を記入し、上記申込書設置施設の窓口へ提出または郵送、FAX、Eメール

でお申し込みください。 

【合格発表】平成２２年３月１２日（金） 

【問 合 先】笠松力検定委員会事務局（笠松町　企画環境経済部企画課内） 

〒５０１-６１８１　岐阜県羽島郡笠松町司町１番地　笠松町役場 

1０５８-３８８-１１１３（内線２３５）　FAX ０５８-３８７-５８１６ 

メールアドレス　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 

町ホームページ　http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/

笠松力検定問題の例題　笠松力検定に挑戦する前に例題を解いてみよう。 

笠松町の「鮎鮨街道」を通って江戸まで運ばれた鮎鮨は何川で捕れたアユですか。 

　①　木曽川　　　②　長良川　　　③　揖斐川　　　④　根尾川 

昭和４０年代初めまで木曽川橋の下流に見事な庭園のある料亭がありました。その名称は何で

すか。 

　①　兼六園　　　②　八景園　　　③　四季の里　　④　後楽園 

笠松銘菓の「蹄鉄クッキー」には、赤色と緑色のドレンチェリーが何個付いていますか。 

　①　２個　　　　②　３個　　　　③　５個　　　　④　７個 

答え上から順に②③③ 



9

　現在のテレビ放送（地上アナログ放送）は、２年後の平成２３（２０１１）年７月２４日に

終了し、地上デジタル放送に移行します。地上デジタル放送に移行すると、これまで

のアナログテレビでは、テレビ放送を見ることが出来なくなります。 

　総務省岐阜県テレビ受信者支援センター（デジサポ岐阜）が、「地デジ説明会・受信相談会」を開催します。 
　町内の全世帯に直接「あなたの地域の地デジ説明・相談会のご案内」が送付されていますので確認して
ください。 
　地上デジタル放送を受信するために必要な情報を提供するとともに、 
「デジタル放送を見られるようにするにはいくらかかるの」 
「今のアナログテレビをそのまま使って見るにはどうすればいいの」 
「アンテナは交換しなければならないの」 
など、ご自宅やお住まいの地域でデジタル放送を受信するための具体的な質問にもお答えします。総務省が
開催する無料の説明会です。機器の販売や契約の勧誘などは一切ありません。 
　また、どうしても説明会に参加できない高齢者のみの世帯、お身体の不自由な方のお宅には、戸別訪問も
実施します。チラシに同封される申込書にて、電話およびFAXで申込みください。 
【説明会・相談会】時間は１時間３０分程度です。当日直接、会場へおいでください。 

【説明会に関するお問い合わせは】デジサポ岐阜　1０５８（２６７）５３１１ 

　総務省では、経済的な理由などで地上デジタル放送が、まだ受信できない世帯に対する支援

を行っています。平成２１年度分の受け付けは、１２月２８日（月）までです。 

（１）支援対象となるのは、１.生活保護世帯　２.障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が市町村

民税非課税の世帯　３.社会福祉事業施設入所者　で、日本放送協会（NHK）の受信料の全

額免除を受けている世帯です。 

※既に、地上デジタル放送を視聴されている世帯は支援対象外です。 

（２）受けられる支援内容は、　 現在お持ちのアナログテレビに取り付ける「簡易なチューナー」

が無償給付されます。アンテナ改修などが必要な場合にはその支援も行われます。 

（３）申込み先は、下記「総務省　地デジチューナー支援実施センター」へ連絡してください。 

【支援制度に関するお問い合わせは…】 

　総務省　地デジチューナー支援実施センター　1０５７０-０３３８４０（FAX ０４４-９６６-８７１９） 

地デジ説明会・受信相談会 開催のおしらせ 

地上デジタル放送を見るための簡易なチューナー給付などの支援 

開催日時 

12月 3日（木）①10時～②14時～③19時～ 

12月 5日（土）①10時～②14時～  

12月15日（火）①10時～②14時～③19時～ 

12月18日（金）①10時～②14時～③19時～ 

会場 

総合会館　　2階　会議室 

福祉会館　　2階　学習室 

中央公民館　1階　集会室 

松枝公民館　1階　集会室 

定員 

54人 

72人 

60人 

63人 
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　子どもがほしいと望んでいるにもかかわらず子どもに恵まれず、不妊に悩み実際に不妊治療を受

ける夫婦が増加しています。しかし不妊の治療を受けることは、身体的、精神的な負担も大きいうえに、

費用が高額になることも多く、経済的理由から十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを

諦めざるを得ない方も少なくありません。そこで、町では不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、

医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用の一部を助成し、子育て支

援の一環として子どもを生み育てやすい環境づくりを推進しています。 

※詳しくは福祉健康課・健康担当（３８８-７１７１）までお問い合わせください。 

不妊症診断検査費・特定不妊治療費の 
　　　　　　　一部助成を実施しています。 

 

 

対象者 

所得制限 

助成の額 

助成の回数 

助成期間 

医療機関 

申請方法 

不妊症診断検査 

法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいずれか、または両方が笠松町
に住所を有する人 

所得制限なし 

3万円 

1回 

－ 

指定なし 

検査または治療が終了した日の属する年度末までに、必要書類を添えて
福祉健康課へ申請してください。 

特定不妊治療 

前年の所得が730万円未満 
（夫婦の所得の合計額） 

治療1回につき10万円 

1年度あたり2回まで 

5年間 

岐阜県の指定する医療機関 

笠松町特定不妊治療費等助成事業 
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収集コース 

年末の最終収集日 
年始の開始収集日 

12月31日（木） 
　1月　4日（月） 

12月29日（火） 
　1月　5日（火） 

月・木曜日コース 
（笠松地域） 

火・金曜日コース 
（松枝・下羽栗地域） 

公共施設など 
・婚姻届、出生届、死亡届など戸籍の届出の受け付けは、役場の宿日直者が対応します。 
・葬儀で緑会館を利用したいときは、役場までご連絡ください。 
・ご家庭での水道の故障や修理は、最寄りの町指定給水装置工事事業者へご連絡ください。 
・道路上での漏水は、役場までご連絡ください。 

表の見方　〇利用できます　　×お休みです 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災行政無線放送 
　防災行政無線定時放送は、１月１日（金）から１月３日（日）までお休みします。 
ごみの収集 
　可燃ごみ収集は、１月１日（金）から１月３日（日）までお休みします。 
 
 
 
 
 
　ごみは、午前７時から８時までに決められた場所に出してください。 
　ごみを直接焼却場に持ち込まれる方は、環境経済課で発行する許可書を持参して、１２月２８日（月）午後４
時までに投入してください。１２月２９日（火）から１月６日（水）までは投入することが出来ません。 
し尿汲み取り関係 
　し尿汲み取りは、１２月３０日（水）午後から１月４日（月）までお休みします。 
　なお、毎月の汲み取りが３０日から翌月４日までに当たっている世帯の方は、１２月２９日（火）までに繰り上げ
て実施します。特に汲み取りを希望される方は、１２月２１日（月）午後４時３０分までに松南株式会社（☎０５８-
２７４-３２２４）に連絡し予約してください。 

【問合先】役場 ☎３８８-１１１１ 

役場�年末年始業務のお知らせ

 
 
役場 

福祉健康センター 
公共施設巡回町民バス 

緑会館 
ふらっと笠松 
福祉会館 
厚生会館 
児童館 
中央公民館 
松枝公民館 
総合会館 
下羽栗会館 
歴史民俗資料館 
体育施設 
学校開放施設 

12月 
28日（月） 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
休館日 
〇 
〇 
〇 
〇 
休館日 
〇 
× 

29日（火） 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

30日（水） 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

31日（木） 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

1月 
1日（金） 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

2日（土） 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

3日（日） 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

4日（月） 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
休館日 
〇 
〇 
〇 
〇 
休館日 
〇 
〇 
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　１２月の休日急病診療当番医は次のとおりです。
受診の際は必ず保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
　下記以外については、羽島郡地域救急医療情
報センター（羽島郡広域連合消防本部内1３８８-３
７９９）へお問い合わせください。 

〔内科系〕診療時間  午前９時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代1３８８-０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間  午前１０時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

※お昼の休憩時間がありますので、電話で確認の
上受診してください。 

日 医 療 機 関 所　　在 電　　話 

休日急病診療（内科・歯科）の 
お知らせ 福祉健康課 

こころの巡回相談・ 
グループワーク開催 福祉健康課 

　こころの悩みや不安について地域活動支援セン
ターの精神保健福祉士などが相談に応じます。 
　また、同時に精神障がいの方やそのご家族、ここ
ろの悩みをお持ちの方たちの憩いと交流の場として、
グループワークを開催しますので、お気軽にご参加
ください。 
【日　時】１２月１７日（木） 午前１０時～１１時３０分 
【場　所】福祉健康センター 
【内　容】こころの相談・クリスマス会 
【持ち物】エプロン・タオル 
【問合先】福祉健康課 

6 
13 
20 
23 
27 
29 
30 
31

お おしろ 内 科  
岡山クリニック 
片山クリニック 
河合内科クリニック 
北田内科クリニック 
伏 見 医 院  
愛 生 病 院  
ひらたクリニック 

岐 南 町 野 中  
岐 南 町 徳 田  
笠 松 町 田 代  
岐 南 町 八 剣  
岐南町下印食 
岐 南 町 三 宅  
笠松町円城寺 
笠 松 町 田 代  

249-1366 
268-0307 
388-8700 
247-6630 
278-1030 
247-8828 
388-3300 
387-3378

日 医 療 機 関 所　　在 電　　話 
6 
13 
20 
23 
27 
31

久 納 歯 科 医 院  
こころ歯科医院 
小 島 歯 科 医 院  
小 島 歯 科 医 院  
ご と う 歯 科  
ゴトウ歯科医院 

笠松町下本町 
岐 南 町 徳 田  
岐 南 町 平 島  
笠松町奈良町 
笠 松 町 田 代  
岐 南 町 八 剣  

387-2051 
274-0118 
245-2096 
387-2848 
387-0955 
246-7215

健口（けんこう）教室開催 
福祉健康課 

　この頃、「お茶や汁物でむせることがある」「口の
渇きがきになる」「半年前に比べて固いものが食べ
にくくなった」と、気になることはありませんか? 
　このような症状がある方は、お口の機能が弱くな
っている可能性があります。町では、生涯おいしく
食事ができるよう、「健口（けんこう）教室」を開催し
ます。お口の健康について一緒に学びましょう。 
【日程】 

【申込・問合先】笠松町福祉健康センター 

65歳以上の方 

歯科衛生士 

対象者 

内容 

講師 
会場 
日にち 
受付時間 
終了時刻 
参加費 
申込期限 

・お口の体操 
・お口の健康についての講話など 

午後1時15分～1時30分 
午後3時 
無料 

12月10日（木） 

総合会館 
12月14日（月） 

福祉健康センター 
12月18日（金） 

中央公民館 
12月21日（月） 
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体育施設の利用抽選会 体育施設の利用抽選会 体育施設の利用抽選会 1月分 1月分 
【月　日】 

【時　間】 

【場　所】 

12月25日（金） 

午後7時30分～  テニスコート利用者 

中央公民館 

 
テニスコート 

ミスタートリック来館 
（クリスマス会） 児童館 

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
開催 子育て支援センター 

　町では、皆さんの子育てをサポートするため、乳

幼児と保護者が遊びをとおしてふれあう場、保護

者交流の場として子育てサロンを開催します。 

　お子さんと一緒に遊びに来てください。 

　また育児相談も行いますので、相談される方は母

子手帳をお持ちください。 

【日　時】１２月２２日（火） 午前１０時～１１時 

【場　所】第一保育所　遊戯室 

【対象者】乳幼児と保護者 

【問合先】子育て支援センター 

※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利用

ください。 

児童館行事のお知らせ 
児童館 

　児童館では、小学生・幼児親子を対象に次の行
事を開催しています。参加を希望される方は、児童
館へお申し込みください。 
　小学生行事の「つくってみよう」では、毎回楽し
いものをつくって遊びます。 
　幼児親子あそびとして、「まぁまとあそぼう」「おり
がみであそぼう」なども開催しています。詳しくは、
児童館へお問い合わせください。 
＜小学生行事＞ 午前１０時～ 

＜幼児親子行事＞ 
■ピヨピヨひろば 午前１０時３０分～ 

 
■手づくりクラブ 午前１１時～ 

１０日（日） 

１６日（土） 

２４日（日） 

６日（土） 

１４日（日） 

２０日（土） 

６日（土） 

１４日（日） 

２０日（土） 

３０日（火） 

３１日（水） 

 

１月 

 

 

２月 

 

 

 

３月 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

日（曜日） 月 日（曜日） 月 

お正月のあそび 

ボラクラブ 

みんなであそぼう 

つくってみよう 

ドミノであそぼう 

ボラクラブ 

つくってみよう 

ふうせんバレー 

ボラクラブ 

みんなであそぼう 

みんなであそぼう 

日（曜日） 月 申込み必要 行　　事　　名 

１４日（木）・１５日（金） 

４日（木）・５日（金） 

４日（木）・５日（金） 

１月 

２月 

３月 

１９日（火） 

１６日（火） 

１６日（火） 

１月 

２月 

３月 

　児童館では小学生を
対象にクリスマス会を開
催します。ミスタートリック
さんによるマジックショー
や手品教室があります。
簡単な手品をみんなで覚
えましょう。他に歌やゲー
ムもあります。参加を希望
される方は児童館へお申
し込みください。 
【日　時】１２月１３日（日） 午前１０時～１１時１５分 
【場　所】児童館 
【定　員】２０人 
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期限付き臨時職員募集 
環境経済課 

　町では急速に悪化した雇用情勢に対応するため、
離職を余儀なくされた方を対象に緊急雇用対策と
して、期限付臨時職員を募集します。 
【募集人数】１人 
【内　　容】平成２２年１月１２日～３月３１日 

（４２日間） 
【勤務時間】平日午前９時～午後４時 
【賃　　金】８３０円 
【応募対象者】原則として、事業所の都合により解

雇または派遣を解除された方 
【事業内容】税の確定申告などに伴う各調書など

の整理 
【必要資格】普通運転免許 
【応募方法】①応募先　役場環境経済課 

（平日午前８時３０分～午後５時３０分） 
②提出書類 

（ア）離職証明書や解雇通知書の写
しなどの失業者であることを証明でき
るもの 
（イ）申請書（笠松町日日雇用職員等
求人票） 
③提出期限　１２月１１日（金） 

【採用方法】書類審査および面接による 
【問 合 先】環境経済課 

使用済みの食用油の回収 
環境経済課 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収を町婦人会・
生活学校の協力で、次のとおり実施しますのでご
利用ください。 
【日　　時】１２月１６日（水） 

午前９時３０分～１１時３０分 
【内　　容】役場、中央公民館、松枝公民館、下

羽栗会館 
※新聞紙、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶も同時
に回収します。 

多重債務でお困りの方へ特別 
相談所の開設 住民課 

　町では消費者金融などへのローン返済に追われ、

国民健康保険税の支払いが困難、もしくは滞って

いる方の問題を解決するために、特別相談所を開

設します。 

　岐阜県国民健康保険団体連合会から派遣され

る、多重債務者専門相談員（弁護士）が相談に応

じます。 

　秘密は固く守られますので、ひとりで悩まずにお

気軽にご相談ください。なお、事前予約も可能です

ので、住民課までお問い合わせください。 

【日　時】１２月２５日（金） 午後１時～（順次） 

【場　所】笠松町役場 

【対象者】国民健康保険税滞納者 

【費　用】無料 

【問合先】住民課保険年金担当 

工業統計調査・岐阜県輸出関係 
調査を実施 企画課 

　工業統計調査および岐阜県輸出関係調査を１２

月３１日現在で実施します。 

調査対象事業所には、１２月下旬から１月中旬にか

けて調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。 

　なお、調査内容に関する秘密は統計法に基づき

厳守されますので、正確な記入をお願いします。 

【対象】 

・工業統計調査‥製造業を含む従業員数４人以

上の事業所 

・岐阜県輸出関係調査‥製造業を含む従業員数

４人以上の事業所のうち製品、半製品を原形のまま

輸出している事業所、あるいは輸出向け製品を賃

加工している事業所 
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給与所得者の年末調整 税務課 

電話音声とファクシミリによるタックスアンサーサービスの終了 
のお知らせ 税務署 

町県民税の特別徴収（給与天引き）についてのお願い 
税務課 

　「電話音声とファクシミリ」による「タックスアンサー」のサービスは、平成２１年１１月３０日をもちまして、終了さ

せていただきました。 

　なお、インターネット（携帯電話サイトを含む）によるサービスは、今後も引き続き時期に応じた税情報などを

提供していきますので、ご利用ください（国税庁ホームぺージ〔http://www.nta.go.jp〕からのご利用が便

利です）。 

　また、税に関する一般的なご相談は、お近くの税務署にお電話の上、音声案内に従い「１番」を選択して

いただければ、国税局の「電話相談センター」の職員が対応しますので、ご利用ください。 

　給与所得者にかかる町県民税は、特別な事情がない限り、所得税の源泉徴収と同じように「特別徴収方

法（給与支払者が給与から天引きする）」によって納付するものと定められています。（地方税法第３２１条の

３、第３２１条の４）。 

　源泉徴収義務者で、町県民税の特別徴収（給与天引き）を行っていない皆さんにつきましては、この税法

の趣旨をご理解いただき、特別徴収（給与天引き）への変更をお願いします。詳しくは役場税務課までお尋

ねください。 

■年末調整とは  

　給与所得者については、通常、その年の最後の

給料または賞与が支払われる際に、所得税の精算

が行われるため、大部分の方は確定申告をする必

要がありません。この精算手続は「年末調整」と呼

ばれており、この「年末調整」により所得税が納め

過ぎの場合には還付され、不足の場合には徴収さ

れることとなります。 

　「年末調整」では、次のような控除が受けられま

すので、必要な申告書を勤務先へ提出して、これら

の控除を正しく受けてください。 

配偶者控除、扶養控除、 

障害者控除、寡婦控除 など 

配偶者特別控除 

社会保険料控除 

小規模企業共済等掛金控除 

生命保険料控除 

地震保険料控除 

住宅借入金等特別控除 

扶養控除等（異動）申告書 

 

 

保険料控除申告書 

兼 配偶者特別控除申告書 
 

 

住宅借入金等特別控除申告書 

各 種 控 除 勤務先への提出書類 

詳しい内容については岐阜南税務署にお尋ねください。 
また、国税庁ホームページでもご確認ください。

http://www.nta.go.jp

●主な控除と必要書類 
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笠松町新成人の集い開催 
中央公民館 

【日　時】１月１０日（日） 
午後１時～（受付　午後０時３０分～） 

【場　所】中央公民館 
【該当者】 
　町内在住の平成元年４月２日から平成２年４月１
日までに生まれた方。ただし、笠松中学校を卒業さ
れた方で、現在、他市町村に住んでいる方でも、笠
松町で新成人の集いに参加することができますので、
１２月８日（火）までにご連絡ください。 
＊該当者には、１２月中旬に案内状を送付します。１
２月下旬になってもお手元に届かない場合はご連
絡ください。 
皆さんの参加をお待ちしています。 

【問合先】中央公民館 

歳末たすけあい共同募金に 
ご協力を 県共同募金会笠松町分会 

　１２月１日から「みんなでささえあうあったかい地域
づくり」をスローガンに「歳末たすけあい共同募金
運動」が始まります。 
　この募金は、支援が必要な方が、年末年始を温
かく迎えられるよう、さまざまな事業に活用されます。
趣旨をご理解いただき、多くの皆さまのご協力をお
願いします。 
【募金受付先】岐阜県共同募金会笠松町分会 

長池４０８-１　福祉健康センター内 
1３８７-５３３２ 

ふれあいロビーコンサート 
開催 教育文化課 

　町内在住の加藤将之さんらのグループ「まさいも
んとたがーふぁんくる」をお招きして開催します。懐
かしい「サイモン＆ガーファンクル」の名曲を中心に
して、ギターの体験コーナーも予定しています。地
元の青年の活躍をぜひご覧ください。 
【日　時】１２月１２日（土） 午後２時～３時 
【場　所】中央公民館３階ロビー 

笠松町生誕１２０年記念 
第３２回新春ファミリーマラソン大会 
参加者募集 町体育協会 

【日　　時】１月２４日（日）（予備日１月３１日（日）） 
午前９時３０分開会式（９時受付） 

【場　　所】笠松競馬場 
【参加資格】笠松町に在住・在勤の方および愛好

者 
【種　　目】①小学生４年生以下・５年生・６年生

の各部（男・女） 
②中学生の部（男・女） 
③一般の部（男・女） 
④体験ジョギングの部 

【参 加 料】１人１００円（当日徴収） 
【申込期限】２２年１月１５日（金） 
【申 込 先】町体育協会事務局（中央公民館内） 
※出場者は必ず運動靴を着用してください。なお、
馬場の状況によっては汚れることもありますのでご
注意ください。 

毎週　ウォーキングしましょう 
町体育指導委員会 

　皆さんの健康増進のため、毎週土曜日にウォー
キングを開催しますので、ぜひご参加ください。歩幅・
歩数から距離を計算し、東海道五十三次などと同
じ距離を歩いてみましょう。 
【日　時】１２月５日（土）、１２日（土）、１９日（土）、 

２６日（土）　午前９時～１０時（雨天中止） 
【場　所】笠松みなと公園 
　当日、担当委員が参加証明の手作りスタンプを
押します。１０回参加で１０回章、以降２０回、３０回と
オリジナルバッジを進呈します。（小冊子を用意して
あります。） 

自衛官など募集 
自衛隊岐阜地方協力本部 

【問合先】航空自衛隊岐阜基地内 
（各務原分室 1３８３-５１１８） 

募集種目 受験資格 受付期限 1次試験 

高等工科 
学校生徒 
（男子） 

１５歳以上 
１７歳未満 

平成２２年 
１月８日（金） 
まで 

平成２２年 
１月２３日（土） 

１８歳以上 
３４歳未満 

平成２２年 
１月上旬～ 
４月中旬 

予備 
自衛官補 

平成２２年 
４月下旬 
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平成２２年度 
岐阜基地モニター募集 

航空自衛隊岐阜基地 

　岐阜基地では、基地に対する意見及び要望をお
聞きし、基地の運営に反映させるため、平成２２年
度の基地モニターを募集します。 
【委嘱期間】平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日  
【活動内容】 
・基地盆踊り、航空祭などの行事への参加 
・基地モニター会議への出席、アンケート調査へ

の協力 
【募集人員】１０人 
【応募資格】 
　２０歳以上６０歳未満で笠松町に居住し、航空自
衛隊および防衛問題に関心があり、建設的なご意
見をお持ちの岐阜基地で行われる行事に参加でき
る次に該当しない方 
・国会議員及び県、市および町議会の議員 
・常勤、非常勤の国家公務員、地方公務員、行政

相談員 
・自衛隊員の家族 
・日本国籍を有しない方 
【応募方法】 
　住所、氏名（ふりがな）、生年月日、職業、電話番号、
応募動機を記入し封書にて郵送 

郵送先　〒５０４-８７０１ 
　　　　各務原市那加官有地無番地 
　　　　第２補給処基地渉外室　広報係 

【締　　切】平成２２年１月１５日（金）消印有効 
【結　　果】委嘱選定者に平成２２年３月中旬頃に

郵送にて連絡 
【問 合 先】航空自衛隊岐阜基地　第２補給処

基地渉外室　広報係　1３８２-１１０１ 
（内線２２７３） 

第６１回人権週間 
岐阜地方法務局 

　１２月４日から１０日までの１週間は「第６１回人権

週間」です。 

　法務省と全国人権擁護委員連合会では、この人

権週間中に全国各地で人権尊重思想の普及高

揚のための啓発活動を実施します。 

みんなで築こう　人権の世紀 

～考えよう　相手の気持ち 

育てよう　思いやりの心～ 

皆さんもこの人権週間に、身近なことから

人権を考えてみませんか。 

　また、人権問題や悩みごとなどでお困りの方は、

人権擁護委員または法務局にご相談ください。 

　相談は無料で、秘密は固く守られます。 

【問合先】岐阜地方法務局人権擁護課 

岐阜市金竜町５丁目１３番地 

1２４５-３１８１ 

１２月は地球温暖化防止月間 
環境経済課 

　現在、世界的に二酸化炭素の排出量を削減し、

地球温暖化を防止する取り組みが進んでいます。 

　二酸化炭素は、日常生活のさまざまな場面で発

生しています。ちょっとしたことで、その発生量を抑

えることができます。 

　日々の生活を見直し、地球にやさしい生活を実

践しましょう。 

○家庭でできる温暖化対策 

・暖房の温度は２０度、冷房の温度は２８度に設

定する。 

・週２日は自家用車をやめて、バスや電車を利用

する。 

・１日５分間のアイドリングストップ。 

・電化製品の電源はこまめに切り、長期間使用

しないときはコンセントを抜く。 

・家族みんながシャワーの使用を少しずつ減ら

す。 

・風呂の残り湯を洗濯に利用する。 

・炊飯器やポットの保温をやめる。 

・家族みんなが一緒の部屋で団らんする。 

・買い物のときはマイバックを持参する。 

http://www.kasamatsu-keiba.com/
12月開催日程 

携帯電話でレース映像配信 
１４（月）・１５（火）・１６（水）・１７（木）・１８（金）・２８（月）・２９（火）・３０（水）・３１（木）・１/１（祝） 

大好評！ 
ご予約はお早めに 

ドリームルーム ドリームルーム 
レディース専用特別席 

ご予約・お問い合わせは電話またはFAXにて・・・ 
企画広報課　ＴＥＬ387-9079　ＦＡＸ387-5183

携帯電話（ドコモ・ソフトバンク・ａｕ）でのレース映像（ラ
イブ・ＶＴＲ）提供を「うまステ」により実施しております。 
※ａｕはＶＴＲのみ配信。情報料は無料ですが視聴する

際には高額の通信料が必要です。利用時にはパケット
定額制度への加入を強くお勧めいたします。 

お問合せ先：うまステ事務局　support@uma.st http://uma.st/



内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 担当地域民生委員の在宅相談 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修　宮川町５７　　☎387-3718 
　川口　淑　門間６６６　　 ☎388-2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　早水春生　西宮町１３１　 ☎388-0029 

　河尻和男　北及１９０２　  ☎387-5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９　 ☎388-3791 

　岩田賢一　田代９５０-１　 ☎388-0068

福祉会館 
1階　図書室 

日（曜日） 

13時～15時 
2日（水） 

16日（水） 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽　弥生町３０ ☎387-2782 
　則竹　緑　東陽町３６-３ ☎387-9625 
　後藤　稔　北及１１８３ ☎388-1495 
　廣　とし子　長池２６３-２ ☎388-1906 
　杉山詞一　円城寺１４４３ ☎387-7867 
　三輪　恵　円城寺８７３ ☎387-6110
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保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

12月の相談・保健 

固定資産税 第4期分 
国民健康保険税 第9期分 
後期高齢者医療保険料 第6期分 
介護保険料 第7期分 
納期限 12月28日（月）まで 

今月のお休みは１２月２９日（火）～１月３日（日）です。 
図書室には、毎週新しい本が入ってきます。 
新着本は、ホームページの蔵書検索からご覧いただけます。 

図書室休室日のお知らせ 

今月の納税・納付 

第3日曜日は家庭の日 
 

家族みんなで、この一年をふり返りましょう 

今月のテーマ 
 

１２月２０日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

１３：２０～１４：１０ 

１３：１０～１３：５０ 

 
９：２０～１０：００ 

９：２０～９：３０ 

１０：００～１１：３０ 

１３：００～１４：３０ 

１３：００～１３：１０ 

１０：００～１１：３０ 

１３：００～１４：３０ 

１０：００～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

 
１０：３０～１１：３０ 

 
１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 
１３：３０～１５：１５ 

 
１０：００～１１：３０ 

 
１０：００～１１：３０ 

１３：００～１７：００ 

９：００～１１：００ 

１３：００～１６：００ 

９：００～１１：３０ 

１３：００～１６：００ 

８：４５～１０：３０ 

乳児健康診査・ 
BCG予防接種 
1歳6カ月児健康診査・ 
フッ化物塗布 
3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 
にこにこ教室 
 
 
歯みがき教室 
 
 

プレパマクラブ 
 
 
 
 
育児相談・ 
マタニティ相談 
 
 
 
 
 
 

健康相談 
 
 
 
 
 
転倒予防教室 
 
 
 
貯筋（ちょきん）くらぶ 
～転倒予防体操教室～ 
 

骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　　　　ストレッチ～ 
 

ふれあいひろば 
 
 
 

ふれあい喫茶 
 
 
 
こころの巡回相談と 
グループワーク 

障がい者等就労体験 
 
 
 
 
献血 
 
 
 
 
胃がん・大腸がん・ 
肺がん検診 

８日（火） 

１０日（木） 

１７日（木） 

１５日（火） 

１０日（木） 

８日（火） 

１６日（水） 

１６日（水） 

８日（火） 

１６日（水） 

２２日（火） 
 

８日（火） 

１１日（金） 

１４日（月） 

１６日（水） 

３日（木） 

２４日（木） 

２日（水） 

１６日（水） 

９日（水） 

２５日（金） 

１５日（火） 

８日（火） 

１１日（金） 

１４日（月） 

１７日（木） 

２２日（火） 

１０日（木） 

 

１６日（水） 
 

７日（月） 

 

 

 

 

福祉健康センター 
 

 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

総合会館 

 

福祉健康センター 

 

福祉会館 
 

福祉健康センター 
 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 
 

丸十産業（株） 

ギフメン（株） 

笠松刑務所 

（株）光製作所 

総合会館 

年末の交通安全県民運動 

『無事故で年末　　　
　　　　笑顔で年始』

12月11日（金）～20日（日） 
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～あたたかい 
人間関係を築く～ 

　「人権について考える」というと、「何だか難し
そうな話だ」「自分とは直接関係ない、遠い世界
の話」と感じてしまう人もみえるかと思います。で
すから、「人権を尊重する」と言われても、どんな
ことをしたらよいのか思い浮かばない…。 
　しかし、人権にかかわる問題は私たち一人ひ
とりの身近な生活の中にあると言われています。
女性の人権、子どもの人権、高齢者や障がいの
ある人、外国人、インターネット…とどの町や職場、
そして家庭にもごく当たり前に存在しているもの
なのです。 
　こう考えてみると人権を尊重することとは、目の
前にいる誰かを大切にすること。そして、地域や

職場・学校、家庭で「あたたかい人間関係」をみ
んなで築いていくことと言えるのではないでしょうか。 
　社会はさまざまな人が集まってできています。
自分と同じような立場や考えの人もいれば、ちょっ
と違う立場や考えの人もいるはずです。むしろ、
全然違う、自分と反対の立場や考えを持つ人も
いるでしょう。明らかに相手が間違っている場合
もあるでしょうし、善悪では割り切れないこともある
かもしれません。 
　私たちはともすると自分と違う考え方に出会うと、
「自分の方が正しい」と相手を否定しがちです。
そこに、偏見や差別の芽が生まれます。 
　相手の立場を考え、たとえ自分とは違っていて
もその考えを尊重すること…それこそが「あたた
かい人間関係」を築いていく第一歩であり、この
ことが人権を尊重することに他ならないのだと考
えます。 
 
　“みんなちがって、みんないい” 

教育電話相談 ～悩んだら気軽に電話してください～ 羽島郡二町教育委員会  ☎ 245-1133

教育委員会だより 

「日本年金機構」が１月１日からスタート!「日本年金機構」が１月１日からスタート! 国民  
年金  
〈問合先〉 
岐阜南社会保険事務所 
☎273-6161

～社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします。～ 

　皆さんの信頼に応え、一層のサービス向上の実現を目指し、社会保険庁
は組織・人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変わります。 

○　現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称
が変わりますが、年金相談などの窓口として引き続きご利用いただけ
ます。また、「年金事務所」は、現在ある社会保険事務所の建物をそ
のまま使用しますので、所在地に変更はありません。 

○　日本年金機構の設立に伴い、これまで社会保険庁や社会保険事務所の名義でご案
内していた各種の関係書類は、内容により、今後は厚生労働省または日本年金機構の名義でご案内
させていただくことになりますが、皆さんに何らかの手続をしていただくことは一切ございません
ので、ご安心ください。 

○　日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うこととなりますが、公的
年金制度は、国の制度として、その財政や運営に国が引き続き責任を持つことについては、これま
でと変わりません。 

にっぽん 

社会保険庁 廃止 

公的年金の運営業務 

公的年金の 
財政責任・運営責任 厚生労働省 

日本年金機構 

平成２２年１月１日 
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Q A& このコーナーでは、日ごろ町民の皆さん
から役場へ寄せられる質問・意見などを
回答とともに紹介します。 
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おなまえ おなまえ 

毛筆で年賀状を書きたいね まか
な

人　口 

男 

女 
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前月比 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

まちの人口 
平成21年 11月1日現在 

佐々木善隆・晶子さんの子 
平成20年12月16日生 

佐々木 昴 （桜町） くん 

さ  こ う  さ  き  

加藤 美樹 （田代） ちゃん 

か  と う  み  き  

加藤久幸・ゆかりさんの子 
平成20年12月15日生 

　私たち「こぶしの会」は、年賀状をすらすらと毛筆で書けるといいね
と思い始めました。 
　まだまだ、年賀状をすらすらとは自信がありませんが、百人一首を一
首ずつ２カ月に１回ぐらいの割合で書いています。 
　年末は、好きな言葉を書いてカレンダーにしたり、２年に１回ぐらいは
先生が指導する皆さんと一緒に作品展の作品づくりを行っています。 
　いつからでもかまいません。マイペースで練習をしていますので、皆
さんの参加をお待ちしています。 
【活動日】毎月第１・３月曜日 午後１時３０分～ 
【場　所】松枝公民館　【連絡先】橋田修作（長池）　☎３８７-５７４１ 

いつもニコニコ 

あなたの笑顔をみていると 

みんなが癒されます。 

早くボール遊びしようね!

たくさんの人に囲まれて 

毎日ニコニコで 

元気もりもりの昴くん 

いっぱいの笑顔で大きくなってね☆ 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します。 

応募対象　平成21年2月生まれの赤ちゃん 
応募期間　12月末日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳細は企画課広報までお問合せください。 

22,465 

10,816 

11,649 

8,120　 

こぶしの会 

会社を辞めたのですが、今まで会社で天引きしていた住民税（町県民税）の支払いはどうなりますか。 
会社を辞められたら天引きができなくなりますので、その後の住民税は役場から納税通

知書をご自宅に送付します。納税通知書を持参して、役場または町収納代理金融機関で
納めてください。また、年度の途中で再就職された方で、住民税の天引きを希望される方は、
勤務先にお尋ねください。なお、退職時に住民税を一括納税された方は、除かれます。 
【問合先】税務課 

Q
A
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